
「申込責任者となる方」の範囲

①基金加入者 富士電機企業年金基金に加入している方

以下を含む。

・富士電機企業年金基金に加入している会社に在籍する方

②年金受給者 富士電機企業年金基金から年金を受給している方

以下を含む。

・年金待期者（年金受給権を得ているが受給年齢に達していない方）

・年金を全額一時金で受け取った方

・年金受給権を得て、ポータビリティ制度を選択した方

・代行返上（H16.4.1）前に年金受給者だった方

③その他の資格者 富士電機健康保険組合の被保険者（「①基金加入者」を除く）

富士物流企業年金の加入者、年金受給者、待期者

富士古河Ｅ＆Ｃ企業年金の加入者、年金受給者、待期者

メタウォーター企業年金の加入者、年金受給者、待期者

お申込み時のご注意

①基金加入者

当基金加入者の方は、「予約について」のページをご確認のうえ富士電機企業年金基金へお申込みください。

再受付のお申込みは、ホームページ内の再受付申込みフォームから申請ができます。

ホームページの閲覧は、FeWareよりアクセスしてください。（外部アクセスの場合、鍵マークのコンテンツは閲覧できません。）

②年金受給者

当基金年金受給者の方は、「予約について」のページをご確認のうえ富士電機企業年金基金へお申込みください。

再受付のお申込みは、ホームページ内の再受付申込みフォームから申請ができます。

ホームページの閲覧には、パスワードの入力が必要となるコンテンツがあります。（パスワードが不明の方は基金までご連絡ください。）

③その他の資格者
● 富士電機健康保険組合の被保険者（「①基金加入者」を除く）の方

「予約について」のページをご確認のうえ富士電機企業年金基金へお申込みください。

お申込みの際は、保険証の被保険者番号をご用意ください。

ホームページの閲覧は、FeWareよりアクセスしてください。（外部アクセスの場合、鍵マークのコンテンツは閲覧できません。）

● の加入者、年金受給者、待期者
● の加入者、年金受給者、待期者 の方
● の加入者、年金受給者、待期者

お申込みは、各社の人事部門へ連絡してください。

※当基金へ直接ご連絡いただいてもご予約はお受けできません。
※ホームページ内の再受付申込みフォームはご利用できません。

※ホームページの閲覧は、鍵マークのコンテンツは閲覧できません。

※利用申込書の入手等は、各社の人事部門へ連絡してください。
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